
 

ＮＰＯ法人の皆様、会計制度が変わります！ 

 

 

 

 

 

 

専門家（税理士）による 

 

 
ワークショップで「新しいＮＰＯ会計基準」に基づく「事業報告書」作成法を学べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

主催：（ＮＰＯ法人）ＮＰＯながさき 

長崎県男女参画・県民協働課 
 
 

 

 

 

 

 

この事業は「長崎県新しい公共支援事業」の委託事業です 

平成 23 年 6 月 NPO 法が改正されました。ＮＰＯ

法人が作成すべき会計書類のうち「収支計算書」

について、より活動に係る事業の実績を表示する

ものとして「活動計算書」、「収支予算書」を「活動

予算書」に改めることが法の中に位置づけされ、

平成 24 年 4 月より提出が必要となります（経過措

置あり）

後期は３ケ所で 

【内 容】 １０：００～１２：００ 「新しいＮＰＯ法人会計基準」の基礎 

                   ・ＮＰＯ法制度の趣旨 

                   ・会計基準の全体構成 

                   ・５つのポイント など 

   １３：００～１６：００ 「新しいＮＰＯ法人会計基準」に基づく事業報告書の作成（演習）

               自団体の直前期決算書から 

               活動計算書を作成してみます！ 

１６：００～１７：００ 相談会 

【会 場】 長崎市・佐世保市・諫早市 

【持参するもの】 テキスト（ＮＰＯ法人会計基準）を使います（会場での販売も有ります=800 円）

           自団体の直前２期決算書、電卓、筆記用具 

【参加費】 無料 

【定  員】 各会場に定員があります。申し込みはお早めに！ 

〒850-0918 長崎市大浦町 7－22 

特定非営利活動法人 ＮＰＯながさき 

TEL・FAX：095－826-1771  

E-mail：k-kawasaki@celery.ocn.ne.jp 

ＵＲＬ http://www.npo-nagasaki.jp/ 

お問い合せ・申込みは 

こちらまで 

☆ＮＰＯ法人の代表者、会計担当者 

☆これからＮＰＯ法人の設立を検討している方、行政（支援センター）関係者 

☆平成 23 年 11 月から 12 月に実施した説明会に参加できなかった団体 

●情報公開/ＮＰＯ法人に対する市民の信頼性を高めるため、受講者の団体 

 情報を県・内閣府のホームページで公開していただきます。 

こういう方
が 対 象 で
すよ（＾＾）V

講座終了後、個別相談会 

（16:00～17:00） 

※事前予約制 

う～ん・・ 

難しいなあ・・・



ＮＰＯ法人会計基準説明会＆相談会（後期）申込書 

 

 
下記のとおり参加を申し込みます。ＦＡＸ：095-826-1771（ＮＰＯながさき）メール k-kawasaki@celery.ocn.ne.jp 
＊お預かりした個人情報は、当事業の連絡のみに使用し、他に流用することはありません。 

団体名 

 

 

住 所 

 

〒 

参加者名 

 

 

電話番号 

 

Ｅメール 

 

受講会場 

 

長崎市 ・ 佐世保市 ・ 諫早市 

（希望する会場に○をおつけください） 

 

開催スケジュール（後期） ※前期（昨年１１月～1２月に実施）と同一内容です 

●平成 24 年 1 月 21 日（土）佐世保市   ●1 月 28 日（土）長崎市   ●2 月 4 日（土）諫早市 

 

開 催 会 場 

佐世保市（市民活動交流プラザ 2F）：佐世保市戸尾町 5-1（TEL 0956-23-6070） 

長崎市（長崎税理士会館 3F）：長崎市八百屋町 2-3（TEL 095-821-0600） 

諫早市（高城会館 第６研修室）：諫早市高城町 5-25（TEL 0957-24-1500） 

 

●個別相談の概要（個別相談を希望される団体のみご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今後の事業予定について 

 １．平成２４年４月～６月、長崎市会場及び佐世保市会場にて「事業報告書作成セミナー＆相談会」を 

   開催します。（各会場にて２回開催）事業報告書の提出をＮＰＯ法人会計基準に基づいて提出する 

予定の団体に対して、講座（２時間）及び個別相談会（１団体５０分、８団体、予約制）を開催します。 

 ２．ＮＰＯ法人会計基準に関する「相談窓口」を【長崎地区】及び【県北地区】に開設しております。 
 長崎市（TEL・FAX 095-826-1771、担当：川崎）、佐世保市（TEL 0956-76-7397、FAX 0956-76-7231 担当：角） 

   会計基準での計算書類作成に困っているＮＰＯ法人等の担当者を支援します。 

   ＴＥＬ・ＦＡＸ・メール等でご連絡ください。 


